
 

 

議案第３４号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点      

Ａ第９５４号線 
狭山市富士見１丁目２９１４番１３地先  

狭山市富士見１丁目２９１７番１４地先 

 

 

  平成２６年６月９日提出 

 

       狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

 市営住宅旧東富士見団地跡地に整備した道路を認定したいので、この案を提出する

ものである。 

 

 


